
様式②              施設名                子ども氏名                

農業・漁業 就労状況申告書 

  年  月  日 

(宛先)防府市長 

                申告者  住所                     

                

氏名                     

                     (連絡先電話番号             ) 

  私の就労状況について、次とおり申告します。 

農 

業 

耕作面積 農地所有者氏名 子どもとの続柄 

米作 アール   

畑作 アール   

ハウス         アール   

その他         アール   

耕作地場所 

（地番） 

 

農作物の種類 
 

昨年中の農産物販売金額 円 

漁 

業 

漁獲地 
 

漁獲物の種類 
 

農
業
・
漁
業 

共
通
欄 

申告者の 

仕事内容 

 

 

事業主 □申告者本人   □親族 (子どもとの続柄：    ) 

就労日数 
１か月平均(     日勤務) 

就労する曜日を○で囲んでください。（ 月・火・水・木・金・土・日・祝日） 

就労時間 
時   分 ～    時   分 

(１日    時間・内休憩時間    分) 

家族の農業・漁業就労状況(父母、祖父母等家族の状況を申告者を含めて記入してください。) 

氏 名 
子どもとの 

続柄 

１か月平均 

就労日数 
従事形態 

事業主   日  専業・兼業 

家族 

従事者 

  日  専業・兼業 

  日  専業・兼業 

  日  専業・兼業 

※農業または、漁業の該当欄と共通欄を記入してください。 

※事業主と雇用関係にある場合は、この様式ではなく「雇用証明書(様式①)」により提出してください。 

※事業主の方が自身の内容を申告される場合は、事業をしていることが確認できる「確定申告書の写し」

等を添付してください。 

 



施設名  ○○○保育園    子ども氏名  防府 一朗        

農業・漁業 就労状況申告書 

○年○月○日 

(宛先)防府市長 

              申告者  住所 防府市大字○○△番地の○       

                   氏名 防府 梅子             

                 (連絡先電話番号 ○○○-○○○○-○○○○ ) 

 私の就労状況について、次とおり申告します。 

農 

業 

耕作面積 農地所有者氏名 子どもとの続柄 

米作 ３０  アール 防府太郎 祖父 

畑作 １０  アール 防府太郎 祖父 

ハウス １０  アール 防府太郎 祖父 

その他         アール   

耕作地場所 

（地番） 

大字○○１２３番地、大字○○１２４番地、大字○○１２５番地 

農作物の種類 米、小松菜、いちご 

昨年中の農産物販売金額 ３,０００,０００円 

漁
業 

漁獲地 日本海沖 

漁獲物の種類 タイ、ハマチ、サザエ、イカ 

農
業
・
漁
業 

共
通
記
入
欄 

 

 

申告者の 

仕事内容 

祖父母の手伝いをする形で農業をしています。稲作を行っており、小松菜といちごを

ＪＡへ出荷しています。７月中旬から８月中旬の農閑期も田んぼの草刈など年間を通

じて行っています。冬期もビニールハウスにて栽培を行うため年間を通じて子どもの

保育ができない状況にあります。 

 

網の引き上げ作業、荷揚げ選別等。小型漁船一隻を所有し、漁業で生計を立てていま

す。年間を通じて子どもの保育ができない状況にあります。 

事業主 □申告者本人   ✔親族 (子どもとの続柄：祖父  ) 

就労日数 
１か月平均( ２０ 日勤務)  

就労する曜日を○で囲んでください。（ 月・火・水・木・金・土・日・祝日） 

就労時間 
８時 ３０分 ～ １６時 ３０分 

(１日 ８ 時間・内休憩時間 ６０分) 

家族の農業・漁業就労状況(父母、祖父母等家族の状況を申告者を含めて記入してください。) 

氏 名 
子どもとの 

続柄 

１か月平均 

就労日数 
従事形態 

事業主 防府 太郎 祖父 ２５日  専業・兼業 

家族 

従事者 

防府 花子 祖母 ２５日  専業・兼業 

防府 梅子 母 ２０日  専業・兼業 

防府 三郎 父 ２日  専業・兼業 

 

事業主と雇用関係にある場合は、この様式ではなく「雇用証明書(様式①)」が必要となります。 

経営耕地面積が３０アール以上又は農

産物販売金額が５０万円以上のもの。 

農業 

漁業 

 

出荷がなく自家消費のみの場合、保育認定の対象となり

ません。 


